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東京都立図書館協議会第２９期第２回定例会 

令和元年１１月２６日（火） 

 

午前９時３２分開会 

【小田議長】  おはようございます。本日は、お忙しいところお集まりいただきありが

とうございます。ただいまから第２９期第２回東京都立図書館協議会を始めたいと思いま

す。 

 まず、事務局から資料の確認等、お願いいたします。 

【企画経営課長】  おはようございます。朝早くに申しわけございません。ありがとう

ございます。 

初めに、お手元の配付資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 次第の下のほうに「配布資料」や「その他の配布物」と書かせていただいていますけれ

ども、こちらをご確認ください。 

次第の配布資料１のところからでございますが、右上に資料１とあります１枚のサービ

ス部会における検討についての資料です。 

資料２は、Ａ３ですけれども、縦で折ってありますが、部会検討のまとめ。これは２枚

にわたっておりまして、２枚目はＡ４の形でございます。 

資料３が、前回の協議会の定例会発言要旨。 

資料４が、協議スケジュール案。 

資料５が、自己評価も今回議事の１つでございますので、そちらを取りまとめた冊子で

ございます。 

資料６としまして、カラーでございますが、Ａ３のもので、利用実態・満足度調査の３

年比較のものでございます。こちらが「配布資料」ということでご用意させていただいて

います。 

それから、「その他の配布物」ということで、名簿や職員の名簿、座席表をご用意してお

ります。お手元に紙のバインダーで参考資料集をお配りさせていただいています。こちら

もあわせてご覧いただければと思います。 

 ご不足などありましたらおっしゃっていただきたいと思いますが、そろっていましたで

しょうか。 
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 では、資料の確認でございました。 

 本日、ご都合により、渡部委員と高口委員の２名の委員がご欠席でございます。江草委

員は今向かっていらっしゃると思いますが、参加される予定になっています。この時点で

定足数を満たしておりますので、会は成立をしております。 

次に、この会の情報公開についてご説明申し上げます。当協議会におきましては、会議

は原則として公開としております。会議の内容は、委員のお名前を付して議事録を作成し、

都立図書館のホームページに公開いたします。 

本日の傍聴者はございません。 

本日の予定のご説明でございますけれども、先ほどの次第をご覧ください。本日、議事

として１つ目は、１０月１０日に開催されました第１回新しい技術を活用したサービス部

会における検討結果をもとにご協議いただく予定となっております。それから、２つ目が、

先ほど申し上げました、平成３０年度東京都立図書館自己評価についてご報告をさせてい

ただきますが、ご意見をいただきたいと考えてございます。 

それでは、前回はご都合によりご欠席されていらっしゃいました鳥屋尾委員が今回初め

てのご出席ということでございますので、恐縮でございますけれども、ご紹介させていた

だいて、一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

東京都立桜修館中等教育学校統括校長の鳥屋尾史郎委員でございます。 

【鳥屋尾委員】  おはようございます。今ご紹介いただきました都立桜修館中等教育学

校統括校長の鳥屋尾と申します。学校教育関係ということでお話をいただき、本協議会の

委員をお引き受けいたしました。前回、第１回にもかかわらず欠席させていただいて大変

申しわけありませんでした。 

 私の学校は中等教育学校ですので、中学校生徒、それから、高校生徒、中学生、高校生、

両方おりますので、本協議会の中で学校現場の立ち位置でお役に立つことが少しでも言え

ればいいかなと思って出席させていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願い

いたします。 

【企画経営課長】  ありがとうございました。では、事務局からは以上でございます。 

 これからは、議事進行につきましては、小田議長にお願いをいたします。 

【小田議長】  それでは、早速本日の議事に入りたいと思います。 

 １つ目が「新しい技術を活用したサービスについて」ということになっておりまして、

第１回新しい技術を活用したサービス部会から報告をいただきます。その検討した内容、
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とりわけ資料１にありますけれども、それとまとめとされている資料２の内容をご確認い

ただいて、その方向性、大枠をご議論いただくということが今日の課題となっております。 

 早速始めていただきたいと思います。今申し上げました部会は副議長の松本さん、江草

さん、高口さん、伊藤さんの４人の委員で構成されています。松本さんに部会長をお願い

しておりますので、説明をまずはお願いいたします。 

 

【松本副議長】  松本です。それでは、資料１と２に沿って説明させていただきます。

まず、資料１をごらんください。適宜、スライドも使わせていただきたいと思いますので、

あわせてご覧いただきたいと思います。 

 部会ですが、新しい技術を活用したサービスをテーマに議論をするものです。 

 １をご覧いただきたいと思いますが、第２９期の協議テーマ、２年間通して議論してい

ただくテーマとしては「都立図書館ならではのサービスを考える」です。これが全体のテ

ーマということです。 

 その中で、２に書いてありますが、今年度は、新しい技術を活用したサービスというこ

とです。これについては前回の定例会でご確認いただいたかと思います。来年度は専門図

書館、大学図書館等の他機関と連携したサービスをテーマにすることを予定しております。 

 ３点ほど留意することが前回の議論で確認されたかと思います。 

 １点目が、途中からですが「短期的に実現できるサービスを中心とした協議とする」と

いうことで、比較的将来的、長期的なものというよりも、短期的に実現できる、そういっ

たサービスを考えようと。ただ、ここについては多少幅広でもいいのではないかという定

例会のご議論もあったと思いますけれども、中心は短期的ということです。 

 ２点目としましては、図書館における様々なサービスのうち、レファレンスであったり、

蔵書活用であったり、その他の新たな機能ということで、３点を中心に、比較的利用の少

ない若年層の利用も意識した、そういったことも留意点として挙げられたかと思います。 

 ３点目としましては、前期２８期の提言で挙げられていたもの、これについても少し議

論の対象にしようということがあったかと思います。 

 これらの留意点を踏まえまして、部会では資料２にあるようなサービスについて議論を

いたしました。 

 これから資料２の説明をいたしますが、その後、皆様にご議論いただきたいこととしま

しては、３のところにあります、第２回定例会における検討ポイントです。 
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 具体的には２点ありまして、１つは「部会まとめ案」に対して、上記１及び２に対応し

ているか、それに沿った議論になっているかといったこと。それから、「部会まとめ案」に

対して、次に挙げる視点に基づく課題や留意点、修正・追加等についてです。こちらにつ

いてご意見を幅広くいただきたいと思っております。 

 目的としましては、都立図書館らしさというものがあるのかどうかということです。こ

れについては、都立図書館は、区市町村立図書館、あるいは国立国会図書館と役割が違い

ますし、そういった差異や、あるいは連携、そういったことについても適当なものなのか

どうか。 

 それから、利用者ということで、どういった利用者を対象としているかということで、

先ほどありましたが、若年層の利用なども想定しているかどうか。 

 ３点目として、実現可能性ということで、短期的にどこまで実現可能かということ。 

 それから、それ以外の留意点として、サービスの開発や提供に当たってどういったこと

に留意するべきかといったこと。 

 それから、費用対効果ということで、既存のリソースの活用が図られているかという点

や、過大な費用が必要とされていないかということについてもご意見をいただきたいと思

います。 

 私から説明はさせていただきますが、私の説明の後に、部会の委員の方で、補足等があ

れば追加の説明をしていただけるとありがたいと思っております。 

 では、資料２をご覧いただきたいと思います。こちら、７点ほど挙がっておりますので、

左側の項番に沿ってお話をさせていただきたいと思います。 

 １つ目が「チャットボット及びチャット等によるレファレンス」ということで、「サービ

ス概要」のところを読みますが、都立図書館の機能やサービス、所蔵検索、あるいは資料

の利用案内等、利用者の比較的軽易な問題解決をサポートする仕組みを作れないかという

ことです。 

 具体的なイメージは、こちらのスライドをご覧ください。東京都水道局が「水滴くん相

談室」というチャットボットを運用しておりまして、よくある質問について、人を介さな

いで回答をするという仕組みがございます。ですから、イメージとしては、例えば「何時

から開きますか」と利用者が質問をすると、コンピュータが自動的に「午前１０時から開

館します」といったことを答えてくれる仕組みです。 

 実際に図書館で導入しているところとしては、日本では見つけることが出来ませんでし
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たが、オーストラリアのウエストトーレン図書館などは、「何時に開きますか」と言うと、

このように開館時間を曜日ごとに教えてくれるというサービスがございました。 

 これについての部会の意見としては、「●」の１つ目ですけれども、チャット文化に慣れ

ている世代には心理的な負担が少なく、訴求力があるのではないか。あるいは、２つ目に、

各種申込など、やりとりを構造化できるものについてはメリットが大きいのではないかと

いうご意見がありました。 

 レ点が留意点ですが、その２つ目には「登録されたデータ量や仕組み（コスト）により

質が左右されるため、育てていく視点が必要」だろうと。つまり、こういった簡易な設問

に対してはそれなりの対応は出来るだろうけれども、例えば蔵書検索であったり、レファ

レンスの質問等については、これはそう簡単にはうまい仕組みは作れないかもしれないと

いうことです。これに関してはサービス概要の２つ目にありますけれども、双方向的なや

りとりが可能なコミュニケーションツール、例えばＬＩＮＥとか、そういった既存のアプ

リ等をチャットボットでまだ十分対応が出来ないときは併用して活用していくことも必要

ではないかという議論がありました。 

 一番右には備考として、第２８期提言との関係が書かれておりますが、今回の多くのサ

ービスについては、第２８期で挙げられていたサービスに沿っていたり、あるいは関係し

ていたりというものになります。ここはそれを整理したものですが、皆さんの資料の一番

右列に書いてあることです。参考にしてください。 

 ２つ目が「デジタルサイネージブックシェルフ」です。サービス概要のところを読みま

すが、タッチパネル式のデジタルサイネージ、書架としては一連程度の大きなデジタルサ

イネージに、都立図書館の書庫内資料の書影等を表示をする、というものです。書影等か

ら利用者が求める資料を検索し、電子書籍で提供したり、あるいは書庫からの出納を可能

にするという仕組みを議論しました。 

 スライドにありますが、青くある部分、ここがデジタルサイネージでして、本が並んで

おりまして、押すと右下は新書マップというところから画面を拝借してきましたが、この

ような形で書影や目次、あるいは内容紹介が見られて、必要に応じて請求等が出来るとい

う仕組みです。こういったものはどうかと。 

 「●」の１つ目にありますけれども、一連程度でよいので各階に設置をすると、その各

階ごとに様々な人が利用できるということでよいのではないかといったことが意見として

挙がりました。 
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 それから「●」の２つ目については、閉架書庫の資料も疑似的な開架書架として見るこ

とが出来て、ブラウジング可能な資料が増加して、所蔵資料の有効活用につながるのでは

ないかという議論がありました。 

３点目としましては「ディスカバリーサービス」です。サービス概要を少し読みますが、

都立図書館ＷｅｂＯＰＡＣ、都立のいわゆるＯＰＡＣ、蔵書目録と、都立図書館が導入し

ているオンラインデータベースを一括で検索し、結果を表示する。蔵書検索の充実ととも

に、オンラインデータベースを非来館者にも検索可能にし、来館を促す、そういったこと

につながっていくのではないかという議論がありました。 

導入のメリットの１つ目ですけれども、思わぬ情報に出会うことが出来る点、それから、

ウエブの階層の深い資料にアクセスできる点、そうしたところが利点としてあるのではな

いかという意見が出ました。 

スライドをご覧ください。都立図書館は色々なデータベースを提供しているかと思いま

す。今お話をした都立図書館ＷｅｂＯＰＡＣがありますが、それ以外にも、東京の区や市

が提供しているＯＰＡＣを横断的に検索できる統合検索であったり、ＴＯＫＹＯアーカイ

ブであったり、契約データベースであったり、電子書籍であったり。こういったものがそ

れぞれ別々の検索をしなければいけないという状況に現在はあると思いますけれども、そ

れを１つの検索窓から全てを一括して検索できるようにする。今挙げたもの以外にも、オ

ープンな学術的な資料として「機関リポジトリ」というのがありますけれども、そういっ

たものも含めて検索をすることで、非常に多くの資料にアクセスできるようになるのでは

ないかということです。 

データベースが複数入ることで、各データベースの特徴や検索方法を知らずとも多くの

検索が可能になって、利用者にはメリットが大きいのではないかということです。 

画面のほう、ディスカバリーサービス自体は大学図書館で導入が進んでいるのですけれ

ども、公立図書館としては長崎市立が導入をしているようでして、こういったシンプルな

検索画面から、「公民連携」などで検索をすると、書籍としては２２点出てきますけれども、

学術専門誌・雑誌では３６８件と非常に多くの資料がヒットするということになります。 

こういったものについて、それから議論があったのは、赤で表示をしているデータベー

スについては、個々の、東京都内の市区町村立の図書館にＩＤやパスワードを提供して、

図書館内からディスカバリーサービスの全てのデータをアクセスできるようにする。この

ことで、これらのデータベースをまだ入れていない図書館にとっても非常に大きなメリッ
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トがあるのではないかといった議論もございました。 

４点目は「特別コレクションギャラリー」ということで、今内閣府を中心に「ジャパン

サーチ」という仕組みがベータ版として作られて、来年度には正式公開される予定になっ

ております。ここの特別コレクションというのがありまして、こういったところに都立図

書館の特別文庫の紹介等を掲載して、非来館者に対して、「こういった資料が都立にはあり

ますよ」という情報を提供できないかということです。 

実際にこういう「ギャラリー」がありまして、このようにデジタル化された情報がジャ

パンサーチを通じて表示をされるということになるわけです。 

この導入のメリットとしては、「●」の１つ目として、所蔵資料の有効活用につながるだ

ろうと。ただ、メタデータ登録に多少問題があるということですが、方向性としてはよい

のではないかという議論がありました。せっかく持っている都立の資料が多くの人に伝わ

るようになるということでよいのではないかという議論です。 

５点目として「電子書籍サービス」ということで、現在図書館の中だけで提供されてい

るかと思いますけれども、図書館向けコンテンツの供給状況等や利用実績等を踏まえて、

電子書籍サービスの今後の方向性をさらに検討する必要があるのではないかと。比較的

色々な方向性の議論がありました。 

留意点１つ目として、市販資料の遠隔でのサービス提供。今は館内だけですけれども、

もう少し広く一般の人に提供するということが考えられないかということです。例えば、

これは慶応義塾大学メディアセンターで「組織」と検索をした画面ですが、電子書籍が２

２６件ヒットしまして、これを印刷したり、ＰＤＦに出力をして、自分の端末で見ること

が出来ます。それ以外にも市区町村立図書館とコンソーシアムを組むということで、海外

では、こういった形での契約方式が普及しております。 

これはロンドンですけれども、図書館コンソーシアムを組んでいます。具体的なイメー

ジとしては、Ａ区からＥ区、Ａ市、Ｂ市など架空の自治体がありますが、都立が１つの、

勝手に名前をつけさせていただきましたが、「東京電子図書館コンソーシアム」などを作り

まして、そこがベンダーと契約をする。その際、できるだけ有利な形で、沢山の資料を利

用できる、そういった契約をして、それでそれぞれのコンソーシアムに所属している自治

体の住民が電子書籍にアクセスできる仕組みが作れないかということです。 

それから、デジタル化という観点でいうと、都立しか所蔵しない資料というのも数多く

あるかと思います。こういったもののデジタル化をまず優先的にしていってはどうかとい
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う議論もありました。それから、留意点の最後ですけれども、他県では学校支援、あるい

は離島支援という形で電子書籍を活用している例があるので、そういった方向のサービス

を検討するということもあり得るのではないかという議論がありました。ここら辺は、方

向性は色々出ておりますけれども、それほどまだ集約されておりませんので、後ほど、も

しご意見ありましたらおっしゃっていただければと思います。 

６点目は「外国語資料総合データベース」ということで、これは都内の公立図書館が所

蔵する外国語資料に特化した総合目録データベースを提供できないかということで、導入

のメリットの３行目にありますが、その資料が著された言語で検索できるようにすること

で、今後、増えることが予想されている外国の方々の支援になるのではないかということ

です。 

これは、東京のある区、比較的多文化サービスが熱心だといわれているところですが、

ここでＯＰＡＣを検索してみました。左の表紙を見ていただくとわかるように、これはハ

ングルで書かれている図書ですが、目録のデータとしては、タイトル「１３階段」と書い

てありまして、ハングルでは検索できないようになっております。それから、下は同じ区

のデータですが、簡体字で表現されている文字がゲタ文字として表現されておりまして、

これも母語では検索できないということがあります。 

こういったデータは、非常に各図書館でデータを入れるのが難しい。それから、個々の

データベースがどこまで多言語に対応しているかという問題もありまして、目録の問題が

大きいです。こういったものを、例えば個々の図書館のＩＳＢＮを吸い上げて、それを

WorldCat（ワールドキャット）で、図書館の世界では書誌ユーティリティといわれたりし

ますけれども、多言語の資料をＩＳＢＮでマッチングをかけて、外国語資料総合データベ

ースとして公開することで、東京都全ての図書館が所蔵する外国語の資料について、母語

で検索できる仕組みも作れるのではないかということを議論しました。 

７点目としましては、「地域資料アーカイブ」ということで、これは「ウィキペディアタ

ウン」の活動を通じた東京の地域資料アーカイブ提供の検討ということです。将来的には、

右側に書いてありますが、都内各地の観光案内等の二次元バーコードから各図書館で作成

したウィキペディアタウンを閲覧できるようにする。そうすることで、地域の文化遺産と

図書館の地域資料を結びつけて、図書館の認知度向上など、多くの効果が期待できるので

はないかということを議論しました。 

以上が、１から７まで部会で検討したものになります。 
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それから、資料２で、違った形式で２点ほど、（１）と（２）と書いてあるものがあるか

と思います。こちらについても簡単に説明をさせていただきますが、短期的に実現を目指

すサービス以外にも、将来を見据えた仕組みということで、以下の議論もありましたとい

うことです。 

１点目は「利用者登録制の導入」ということで、利用者の図書館活用にかかわるデータ

を情報分析して、新規データの案内や資料利用の分析に用いるということも考えられるの

ではないかという議論がありました。 

ただ、これに関しては、図書館界では、利用履歴の保存や活用は慎重であるべきとの考

え方がある。それから、そういった活用をいいですよという許諾を得た利用者に限定する

必要がある。オプトインということが必要だろうし。それから、得られたデータについて

もかなり慎重な、匿名化等のデータ処理が必要であろうと。それから、得られたデータが

分析に耐えられるかどうかということについても少し考える必要があるだろうという議論

がありました。 

２点目は「研究開発環境の創設」ということで、今回新しい技術を特にフォーカスして

議論していくわけですけれども、新しい技術を継続的にサービスに導入していくには、図

書館外の専門家の支援を受けることが必要であろうということです。例えば、国立国会図

書館ではということですが、平成２５年に「ＮＤＬラボ」というのを設置しております。

これは国立国会図書館のＲ＆Ｄ部門という中にＮＤＬラボという仮想的環境を提供して、

そこの委嘱研究員などに各種データを提供して、それを活用したサービスを考えてもらう

という仕組みですけれども、同様の仕組みも都立図書館でも考えられないかという、そう

いう議論がありました。 

以上が私からの部会の説明です。ほかの部会の方、ぜひ補足等がありましたらおっしゃ

っていただければと思います。以上です。 

【小田議長】  松本さん、ありがとうございました。伊藤さん、江草さん、補足があり

ましたらお願いいたします。 

【伊藤委員】  補足ということではないのですけれども、これを全体的に取り組むに当

たって、メンテナンスの面というのを少し考えていかなければいけないかなと思います。 

 例えば、チャットボット等はそこまで影響はないとは思うのですけれども、スマートフ

ォンであったらＯＳのアップデートがあったときに対応できなくなってしまったとか、そ

ういったこと。ほかのデジタルサイネージだったら、よく券売機とかである現象だと思う
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のですけれども、タッチしたときに反応しなかったとかいうことがあるので、やっぱり継

続的なメンテナンスということも少し考えていく必要があるのかなと思います。 

 今回の部会で検討したことについて、少し考えておかなければいけないのはそのあたり

があるかなと思います。以上になります。 

【小田議長】  ありがとうございます。事務局から何か補足ありますでしょうか。 

【企画経営課長】  特に補足というわけではないのですけれども、前回の提言などのコ

メントなどをいただいて、そこの部分からの、図書館で今考えていることというのを部会

のときには提供させていただきまして、そこを膨らませていただいたところもあります。

あと、委員の皆様から出てきたアイデアということで、今の資料にまとまったというもの

も含まれているという中身でございます。 

【小田議長】  それでは、今報告いただいた、あるいは補足いただいた内容に基づきま

して協議を進めていきたいと思います。どなたからでも構いませんし、それから、今資料

２で７項目挙がっておりますけれども、この７項目どれでも構わないかと思いますので、

ご意見をいただければと思います。いかがでしょうか。 

 なかなか、いかがでしょうかと振っても、７つが範囲としてかなり広くなっているとこ

ろがあるかと思いますので、全体のイメージは新しい技術を活用したというところに集約

されると思いますけれども、色々な広がりがあるので、イメージを共有するのが最初の課

題になるかと思います。 

 私から、質問しながら確認をしたいと思っているのですが、３番で「ディスカバリーサ

ービス」がありましたよね。これに関して、サービス概要のところで「都立図書館Ｗｅｂ

ＯＰＡＣと都立図書館が導入しているオンラインデータベースを」ということなのですが、

この場合のオンラインデータベースというのは、全てをイメージしていいのでしょうか。 

【松本副議長】  オンラインデータベースというのは、あまりどれかという議論は詰め

ておりません。ただ、部会のときに議論したものとしては、新聞記事のデータベースなど

が上がりました。実際にディスカバリーサービスを提供している提供企業ではそういうデ

ータを持っているという話も部会の中では出ました。具体的にどれにするか、どの範囲に

するか、そういったところまでは詰めておりません。 

【小田議長】  私が今質問したのは、詰めていないということはそれで構わないかと思

うのですが、最終的にまとめ案で具体的なデータベース名が出ることよりも、こういった

点に留意してデータベースを選択するといった指針的なもの、全てでないとすればどうい
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ったものを中心にとか、どういったものを優先してという、そのあたりがまとめ案に基づ

いてさらにお願い出来ればと頭に浮かべたものですからお尋ねしました。その辺はお願い

出来ると理解しました。 

 それから、５番のところなのですけれども、これが一番イメージが湧かなかったところ

なのです。電子書籍サービスで、これは部会の意見の１つ目のところで、先ほど図を出し

ていただいて、市区町村などとコンソーシアムを組めるとよいということなのですけれど

も、この場合にコンソーシアムを組む前提として、電子書籍を提供している会社なり、出

版社なりが、そうしたコンソーシアムを対象にした契約の体制といいますか、仕組みを持

っているということが前提になるかと思うのですけれども、このあたりの見通しがどうな

のかなということが１つあるかと思います。 

 それから、これは私は全くわからないのですが、都の行政的な意味での組織として、市

区町村とこうしたコンソーシアムを組んで契約を行うといったやり方が、すぐさま可能で

しょうか。前例があったり、色々似たような事例があって、取り組むことが短期的に求め

られているので、そうしたことが短期的に実現できるのかどうか、そのあたりを確認した

いということがありました。 

 あわせて、意見の最後に「学校支援や離島支援」というのがあるのですけれども、そう

いった短期的なことを考えた場合に、市区町村の図書館とのコンソーシアムという、そう

いう捉え方もあると思うのですが、今ＡＢＣＤと出てきたところの相手方のところを、相

手ではなくて、例えば、身内といったら変ですけれども、都立学校の図書館等とのコンソ

ーシアムといったところから始めるといった、手順的なところもちょっと関係するかなと

考えての質問になります。 

【松本副議長】  どういう仕組みを作るかという話ですが、大学図書館はコンソーシア

ムを組んでやっているわけですが、それは事務局を作って、たしかその担当校がかわりな

がら、実際の事務を担当しているということだったかなと思っております。ですから、確

かに仕組みづくりをどうするかというのは非常に大きな問題かなと思います。 

 ある自治体、東京都の市でこの議論をしたことがありまして、そのときの図書館協議会

の委員の方から出た議論としては、一部事務組合とか、そういったことは考えられないの

かといった議論がありました。しかし、事務組合というのも違うのかなという気もします

し、そこら辺の制度的な仕組みがあるのかないかとか、そこら辺は図書館の方が詳しいか

なと思いますので、ご意見いただけると、いただけるとありがたいと思います。 
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 あと、他県ではということで、学校支援や離島支援ということですが、これは大分県で

実証実験という形ではありますけれどもやっておりまして、小田先生がおっしゃったよう

に、県立の特別支援学校に対して、さらに、県立の高等学校に対してという形なので、お

っしゃるように県の学校との連携という形でやっているということです。 

【企画経営課長】  ２番目のところ、都の組織としての契約の関係というのは、私が知

っている限りにおいては、そういった形でコンソーシアム的にやっているというのは、少

なくとも図書館業界ではありませんので、こういった形を進めていくには検討がこれから

必要かなとは考えています。 

 他県やほかの自治体の中で、例えば、あるデータベースを県が一括で契約をして、県内

の区市町村に提供しているというようなことは聞いておりますけれども、多分費用負担な

どはしていないと思いますので、そういった部分をどう考えていくのかということになる

かなと思います。 

【小田議長】  私からの質問はこのぐらいにしまして、いかがでしょうか。 

【久我委員】  １番から７番まで色々なサービスを聞かせていただいて、それぞれ非常

に興味深く見ておりまして、それぞれぜひやっていただけるといいなと思うのですけれど

も、私の専門が日ごろ消費者行動の分析ですので、利用者の立場という観点から幾つか申

し上げさせていただきます。 

 １から２を拝見していて、要するに２つに大別できるのかなと見ていました。例えば、

１番、２番、３番あたりは検索方法の充実・高度化という観点で、もう１点としては、情

報そのもの、あるいは閲覧方法の高度化、充実ということで、５番の電子書籍サービスな

どが入ってくるのかなと思うのですが。この１から７について、全て利用者としてはやっ

ていただけたらうれしいなと思うのですけれども、１点目の質問として、優先順位をどの

ように考えておられるのか、タイムスケジュールも含めて。 

利用者の観点としては、例えば５番などが非常に得られるとありがたいのかなと思いま

す。というのは、調査の結果を見ると、充実・強化を希望する図書館資料が一般書であっ

たり、あと、キーワードとして若年層の利用なども入っていたので、５番が非常にありが

たいのかなと思いました。優先順位の点が１点目の質問で。 

あともう１点は、今回の話とは違うのかもしれないのですが、資料２の２枚目のＡ４の

ほうです。図書館界では利用履歴の保存、活用は慎重であるべきというくだりがありまし

て、利用者の今の検索行動とか消費行動を考えると、特に若者は自分の利用履歴と検索履
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歴に基づいてリコメンドみたいな情報が出てくることに非常に慣れているといいますか、

それが普通のものとして行動しているので、利用者からすると、違和感がなく、利便性が

むしろ高い印象があるのですが、このあたり図書館界では難しいということで、その理由

を教えていただけたらと思います。 

以上、２点です。 

【松本副議長】  優先順位は、部会では特に議論はしていなくて、かなり幅広い議論を

しているところです。そういう意味では、今、５番を優先順位高くという話がありました

ので、ぜひそういったご意見をいただきたいなと思っております。 

 この定例会を受けて、もう一度部会を持ちますので、そのときにそういった事柄、そう

いった視点についても検討したいと思います。ありがとうございます。 

 それから、２の（１）の利用履歴の保存、活用に関してなのですが、これは図書館界の

規範として利用履歴というのは基本的には保存しないというのがある種の慣習になってお

ります。公立図書館のほとんどでは利用者の返却とともに利用履歴は消しているというこ

とがあります。これは歴史的な経緯が恐らく関係しているのかなと思います。戦前におい

て貸出の履歴が色々どういった思想をその人が持っているかという、そういった事柄に使

われたという過去がありました。戦後になってからは「図書館の自由」という、これは日

本図書館協会の宣言なのですけれども、そこでも「利用者の秘密を守る」という文言があ

りまして、基本的には利用者が何を借りたか、あるいは図書館をどのように利用したか、

そういった記録は残さないという規範があって、長く多くの図書館がそういう形で運用し

てきたということがあると思います。 

 今おっしゃっていただいたように、個人情報の利用に関する考え方というのが大分変わ

ってきているというのはおっしゃるとおりかなと思います。そこら辺についても、皆さん

のご意見をいただきたいと思っております。 

【久我委員】  ２つ目の質問なのですが、歴史関係、業界の常識というのは私のほうで

はよくわからないのですけれども、個人情報が保護されていればいいのではないのかなと

思ったりもします。 

 データに関しても、例えば管理が難しいというのであれば、「久我がこういう本を借りて

いる」という「久我」の部分は消してもらって、「この本を借りている人はこの本も検索し

ています」みたいなリコメンドは特に個人の情報とひもづかなければ、むしろ利便性が上

がって、こちらの中にもキーワードとしてありましたが、思わぬ情報に出会うことが出来
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るという、おもしろさみたいなことを提供できるのではないかなと思いました。 

 以上です。ありがとうございました。 

【小田議長】  内田さん、お願いします。 

【内田委員】  私は１番のチャットに関して、私が自分がやっているもう１つの会社で、

会計ソフトとか、請求管理ソフトとか、スケジュール管理とか、プロジェクト管理とか、

全部クラウドのサービスを使っています。そういうところって大体ＱＡ対応がチャットに

なっています。 

チャットが、幾つか使っている中で２種類あって、ボットでやっているところと、人が

やっているところとあります。ボットでやっているところは、特に私は業務で使っている

ということなので、先ほど例を挙げた、何時からあいていますかというようなシンプルな

質問はほぼしないですよね。その中で、大体的外れな答えが返ってきて、それで「そうじ

ゃないんだよ」と言うと、また違う的外れな答えが返ってきて、ぐるぐるぐるぐる回って

いて、すごくいらいらするという経験が何度もありますので、そこはちょっと慎重に。特

に公共機関というのはクレームを受けやすいお立場であるかと思いますので、そこの導入

は少し慎重さが要るのではないかなという気がしました。 

一方で、人がやっているチャットが人的リソース的に大変なのかと、すごい問合せの対

応を早くやらなければいけないから大変なのではないかと懸念もされると思うのですけれ

ども、私が使っているサービスのうちの１つは、二千数百社が使っている業務のクラウド

サービスで、社員数が７人とかなのですね。それで、ＱＡ対応は全てチャットで回ってい

るということですので、実はそんなに大変ではないのかもしれない。 

それで、どんなチャットのソフトを使っているのかなと思って、そのソフトも私調べて

みたのですが、職員側、提供する側のダッシュボードみたいなのが非常にすぐれた感じで

あって、「この人はまだ答えが大分滞留していますよ」とか。先ほど利用履歴の分析のお話

がありましたけれども、上がってきた質問もきちんとデータベース化してくれるようなダ

ッシュボードになっていたりするので。なので、チャットについてはすごく全般的には賛

成なのですが、ボットのところだけちょっと気になるというところです。 

もう１つ、レファレンスが、前回、前々回でしたか、図書館の生命線であり武器である

というお話がありましたので、なおさらレファレンスのところの職人的なお仕事をチャッ

トのやりとりの中で活かしていければいいのかなと。 

それから、もう１つこれは都立らしさというところにもつながってくると思うのですが、



 -15- 

レファレンスを答える側の司書さんを、例えば都立に限らずに、色々な市区町村立の司書

さんもチャットのレファレンスの回答が出来たりとか、そういう都下の公共図書館がみん

なで答えられるような、そんなチャットのレファレンスみたいなのがあると、それをリー

ダーシップをとってやっていくということが都立らしさも一緒に実現できてよいのではな

いかなと、１番に関して思いました。 

それから、あと全般的なところについてなのですけれども、これ割と、考えられている

サービスが比較的図書館をよく利用する人向けのサービスになっている気がします。あま

り利用しない人、利用したことがない人に広げていくという観点のものがもう少しあった

ほうがいいのかなと。多分そこが偏ってしまった理由は、資料１の３の目的というところ

が、ここに書いている、これ言葉尻みたいで申しわけないのですけれども、「らしさがある

か」とか「差異はどうか」と、これチェックポイントであって、目的ではないですよね。

要は、サービスを充実させるというのが目的なのか、それとも、利用者を増やすというの

が目的なのか、その目的というのは何か。要は言葉の問題ですが、目的が目的になってい

ないので、施策が、まず今あるもの、出来るものという感じに、思考のプロセスがそうな

ってしまっているのではないかなという気が少ししました。 

なので、そこをまず、広く沢山の人に使ってもらいたいのか、それとも、サービスを充

実させて満足度を高めたいのか、そこら辺を先にはっきりさせてから施策を考えられたほ

うがよいかもしれないです。 

以上です。 

【松本副議長】  ありがとうございます。チャットボットは難しいかもしれないという

ご意見ですかね、どちらかというと。私たちも、実はどこまでそれが対応できるのかとい

うのはよくわかっていないところがあります。実際に使ってみたところ、ＯＰＡＣの検索

も出来ませんし、レファレンスも受け付けていませんしということで、本当に定型的なや

りとりしか現状ではもしかしたら出来ていないのかなという気はしております。 

 ただ、それもあるのですけれども、どれだけコストをかけるかということと、どれだけ

データが得られるかによって、機械学習等によってもしかしたら改善していくのかなと。

ただ、今のお話を聞くと、まだ技術的には難しいところがあるのかもしれないなという気

も少しいたしましたが、そこら辺は検討をさせていただきたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 それから、都立が音頭をとって、チャットを使って、都内の公立図書館と連携してなど
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というのは非常によいことかなと思います。実際に、東京ではないですけれども、ほかの

地域、国とかでは共同的なレファレンスというのは仕組みとしてはあるように聞いており

ますので、そういったご提案も非常におもしろいと思いました。 

 それから、後半部分で、どちらかというと利用する人向けになっているのではないかと

いうことで、それもおっしゃるとおりかなと思います。ご提案いただいたような、少し幅

広く、前回の提言でもそういう、非利用者をどう図書館に目を向けさせるかということは

重要だという話はあったかと思いますので、そういったことにも留意をして、次回部会で

議論したいと思います。ありがとうございます。 

【小田議長】  ほかにはいかがでしょうか。では、お願いいたします。 

【結城委員】  １番の「チャットボット及びチャット等によるレファレンス」で、私は

図書館員の立場から申し上げたいのは、チャットは、直接対面するのが苦手な方とか多い

と思うのですけれども、そういった方を取り込むのにはとてもいいのではないかと思いま

す。単純な、それこそ開館時間を聞くのも臆してしまうような方たちを取り込んで、実際

に使っていただくようになるのには有効だと思います。 

 ただ、レファレンスに関してなのですけれども、今はメールとか電話も多いのですけれ

ども、レファレンスは実際に対面でやりとりしていくと色々そこから広がりがあるもので、

利用者の方、自分で思い込んでいることが結構多くて、実際は「こういうことがあるんじ

ゃないですか」と言うと、また新しい発見があるのですね。そういった発見が失われてし

まうと残念だと思うのと、チャットのやりとりだとそこは難しいかなと、今の時点だと思

います。 

 それと、ディスカバリーサービスなのですけれども、ディスカバリーサービスでデータ

ベースを使えるようになると確かにすごく便利だとは思うのですが、実際色々今制限があ

りますね。それと、費用的な面ですごく難しいかなと。これはただ、実際にディスカバリ

ーサービスで使えるようになると、すごく助かる人は多いと思います。 

【松本副議長】  チャットについて、ありがとうございます。ニューヨーク公共図書館

などのホームページを見ますと、そこでもチャットはやっているようです。外国だと比較

的、こういうのがうまくいくような気はするのだけれども、日本ではなぜかチャットレフ

ァレンスというのは、たしか学会発表でもあったかもしれませんが、まだないのではない

かなという話も聞いたこともありまして、日本人向けではないかもしれない、わからない

ですけれども。 
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 ただ、そういう文化が広がってきてはいるので、現在のサービスを置きかえるというよ

りも、それをやることで新たな利用者を呼び寄せることも出来るのではないかなとは考え

ております。ご意見ありがとうございます。 

 ディスカバリーサービスについてもおっしゃるとおりで、通常だとＩＰでアクセスの管

理をしていて、そのアクセス制限というのがあって、それでデータベースへの利用という

のは非常に限定的になってしまうというのが入り口のところであると思うのですね。その

ＩＰを外して、誰でも、あるいは広く公開するといったときには、どういう価格体系にな

るのかというのは、実はよくわからないところがあります。ですから、ここは提言として

は、提言を仮にしたとして、実施に移す段階で、どの程度のデータベースを入れるのかと

いう議論は、実務的に詰める必要があるのかなとは思います。ありがとうございます。 

【小田議長】  ここまでの議論を少し整理させていただきたいと思います。質問として

何人かの方から集中したのが１番のところなのですが、今いただいたご意見等を踏まえて、

改めて１番を眺めていくと、基本はチャットによるレファレンス質問の受付を行うという、

これが基本なのですよね。ただそうなると、利用の案内とか、そういった軽微な質問に関

しても集中することが考えられるので、それをある程度機械的に行うようにボットを設け

るというのが、チャットボットを登場させた背景にあるのだろうと思うのですが、先ほど

内田さんから軽微なものでも人がやったほうが、実際にそんなに負担もかからずに、しか

も的確なやりとりが出来るということが１つの事例としてお示しいただいたと考えられる

と思うのです。 

 チャットによるレファレンス質問を受け付けるということは、これはチャット文化に慣

れている、比較的年齢層が若いところは負担は大きくないだろうし、それからまた、対面

で行うことに心理的な負担を感じる利用者にとってもメリットがあるということです。そ

ういう整理の仕方になると思うので、どちらかというと、チャットボットは、はなから登

場したというよりは、チャットのレファレンスサービスを進める上での選択肢の１つとい

う、そんな位置づけになるのかなと、議論を聞いていて思ったのですが、その辺はいかが

でしょうか。 

【松本副議長】  前期の提言では、実際にチャットボットの話は全然なかったですね。

ご紹介したのは、東京都で「水滴くん相談室」というものです。図書館で実施する場合は

最初は比較的簡単な、開館時間とか、そういったものになると思います。ただ、将来的に

はレファレンスなど、そういった流れが出来るのではないか。ただ、それが出来ない間は
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チャットを併用してという議論だったのですが、チャットボット単独ではなかなか現状で

は難しい感じもしています。わからないですけれども。 

 私も聞いていて、実際どれだけ精度のいいものを作るかということとも関係するわけで

すが、すごいコストがかかる可能性があって、そこら辺はどうするかというのは確かにあ

るのかなという気はしています。 

【企画経営課長】  事務局から。私、部会に参加させていただいて、その議論を聞いて

いたのですけれども。都立がやろうとしているチャットボットみたいな、実証実験をやろ

うとしているわけなのですけれども、そこは確かにＱ＆Ａをなるべく多くバックに持って、

それに答えられる。もしかしたら的外れな答えもいっぱい出てきてしまうかもしれません

けれども、そこは精度を高めていくというのも１つで考えているのですね。 

 ここの資料に少し書いてあります、文言だけ見るとはっきりわからないかもしれないの

ですけれども、「やり取りを構造化できるものはメリットが大きい」のではないかというの

が、部会のやりとりの中で委員の方からあったのが、例えば、申込フォームがホームペー

ジにありますけれども、名前、住所、電話番号と順番に書いていって送信というのがホー

ムページだとありますと。でも、それを今の若いチャット世代の方々は、「名前は何ですか」

と聞かれたら名前を入れて送信。「住所はどこですか」と聞かれて住所を入れて送信という

やりとりを１個１個、時間はかかるかもしれませんけれども、やっていって送信とやると、

申込が完了しましたというのに慣れているので、例えばそういうのをボットでやるとよい

のではないでしょうかというご意見をいただいて、我々としてはあまりそこをイメージし

ていなかったのですけれども、横から聞いていて非常に興味を持ったところでございます。 

 そういった議論もありましたので、チャットだけでなくて、ボットの活用方法が何かな

いかなとは、我々考えているところであります。 

 あと、ボットでやっていって、そこでなかなかやりとりがうまくいかなかったときに、

ゆくゆくはそれを人がやるチャットにつなげられないかなというのは構想では持っていま

すけれども、これはなかなかすぐには確かに実現は難しいかなと考えています。 

【小田議長】  むしろ、ボットでやることをまずは考えてみたいというのが先にあって

提言したいということになるのでしょうか。 

【企画経営課長】  都立はそう思っていました。皆さんの中では、そういうご提案とか、

お話で構わないと思うのですけれども、都立のもともとのアイデアといいましょうか、出

どころは実はそちら側、ボットからでございます。 
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【小田議長】  そうすると、チャットの問題とは一度切り離して位置づけたほうがいい

ということにもなりますかね。 

【企画経営課長】  私の一存ではなかなか決めづらいのですけれども、また今後の議論

を進めていく中で、都立としてはどう考えるかというのをすればいいのかなと思っていま

す。 

【内田委員】  さっきの事例に続きがありまして、ボットでやっているのと人でやって

いるチャットが一連のサービスになっているものもあって、とんちんかんなやりとりをや

って、いらっとしていたら、しばらくたつと人が登場してくれたのですね。そのチャット

のソフトウェアはそうなっていたので、なので、それは組み合わせでうまくやっていくこ

とは出来るのではないかなと思います。 

【小田議長】  そうしましたら、１番については、部会で再度そのあたりを整理してい

ただきましょう。要するに、都立図書館として新しい技術を活用してということで提言す

る内容として、ボットをまずやってみたらと提言する形にするのか、先ほど私が整理した

ような、チャットレファレンスをとにかく導入してどんどんやるべきではないかと、その

中でボットのところも位置づけていくほうがいいのではないかという、そういう考え方も

あると思いますし、また違った捉え方というか、進め方もあると思いますので、その辺の

選択肢を再度整理して、まとめていっていただくということでいかがでしょうか。 

 そのときに、今出てきた委員の方からのご意見等も踏まえていただければと思います。 

 ほか、このまとめの進め方に関して。岡田さん、お願いいたします。 

【岡田委員】  ７番目にあります「地域資料アーカイブ」のところなのですけれども、

ここは図書館に限らないのですけれども、各区市町村にはそれぞれ文化財の関係の学芸員

などもおりまして、それぞれ地域内の資料は非常に収集して持っておりまして、その文化

財の担当と地域の図書館との連携が図られているのですが、広域的な連携というのはあま

りないので、ここはそれぞれの区や市の文化財担当とも連携が図れれば、短期的に実現で

きるサービスが構築できるのではないかなと思いますので、ここを進めていただきたいと

思いました。これは意見です。 

 あと１点質問なのですけれども「利用者」のところで「若年層の利用」と書いてあるの

ですが、この若年層というのは何歳から何歳を考えていらっしゃるのかお聞きしたいと思

います。子どもなのか、２０代なのか、何歳を若年層と、ここでは共通認識しないといけ

ないので。 
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【小田議長】  前回でしたか、その前でしたか、若年層という言葉が出たところで確認

をした記憶があるのですが、ちょっと今資料がすぐ出てこないのですが。 

【企画経営課長】  前回話をしていまして、今配っていただいている資料３の発言要旨

の１枚目です。「若年層とは、どのぐらいの年齢層をイメージしているか」というので、「１

０代と２０代である」という回答をさせていただいています。 

【松本副議長】  ありがとうございます。１点目はおっしゃるとおりで、地域における

こういった様々な文化的な資料収集というのは、図書館に限らず行われているということ

はあるかなと思います。 

 上にも書いてありますが、例えばウィキペディアタウン等を行うことで、自治体での活

用をさらに活性化する仕組みづくりみたいなものを支援していきたいということなのです

が、江草さん、このことに関して何かありますか。 

【江草委員】  この資料を見たときにちゃんと言えばよかったのですが、その前に１個

だけ訂正させてください。２番目のチェックなのですけれども、「作成した『ウィキペディ

アタウン』を閲覧できるようにする」は何か変なので、ここを「ウィキペディアのページ」

とかにしたほうがいいかなと思いました。 

 これを提案したのは実は私なのですけれども、すごくいい資料をいっぱい、図書館も文

化財とか色々なところが持っているのを宣伝できる契機に使えるのではないかということ

なのですけれども、どういう観点でお答えをすればいいでしょうか。 

【松本副議長】  今のような観点で大丈夫かと思います。おっしゃるように、地域にお

いて様々な文化遺産が恐らく自治体の中でも分散していると思うのですけれども、図書館

が中心になって、あるいはほかの機関と連携してというのが、もしかしたらなかなか進ん

でいない地域もあるかもしれないということで、そこら辺は都立が少し音頭をとってとい

うことも考えられないかというのを少し検討したところです。 

【江草委員】  あと、このウィキペディアタウンというのをやりたいと思ったときには、

都立図書館が例えば研修をやるということで支援をするとか、こういう活用事例などを都

内の公立図書館でやっていますよということが、都立図書館として出来ることかなという

気がしています。 

【小田議長】  私はかえって混乱してしまいました。ここでの要は、ウィキペディアタ

ウンという新しいネット上の空間というか場を活用して、そういった技術を活用して、地

域資料のアーカイブに関して、まずは都立図書館が持っているものをそこで閲覧できるよ
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うにしていきましょうというのが、まずここで記されていることの趣旨ですよね。 

【江草委員】  最初のチェックはそうですね。 

【小田議長】  そうですよね。先ほど岡田さんからご意見があったのは、各区市でもそ

うした地域資料については充実したものを持っているので、そういったものもうまくここ

に連携する形で、ウィキペディアを通じて広げていくことが出来るのではないだろうかと

いう、そういった意見として受けとめたと思うのです。ウィキペディア上でそういったも

のが展開できるというところ、そういった方法で都立図書館が音頭をとって進めていくと

いうことだと、今、江草さんがおっしゃったのは、そういう意味になりますか。 

【江草委員】  そういう意味になります。 

 ここで挙げさせていただいたのは、ＩＣＴとかを活用したという観点から、ウィキペデ

ィアというのもＩＣＴのものですし、あと、各案内板に二次元バーコードがあると、リア

ル世界からＩＣＴの世界につながって、さらにそこから地域資料とか図書館とかのところ

に、ウィキペディアの記事には必ず参照がつくので、そこから地域資料とか都立の資料の

アーカイブであるとか、リアルの資料につながる。うまくリアル世界とＩＣＴの世界と、

本とか資料とかにつながるというので挙げてあるということですね。都立としてやるとし

たら、活性化する、音頭をとるということが出来ますよねということですね。 

【小田議長】  ほかにはいかがでしょう。お願いいたします。 

【鳥屋尾委員】  今のお話と関連するかもしれませんが、例えば２番目の電子書架と、

電子書籍サービスとがうまくリンクする発想があるといいなと思いながらお話を伺いまし

た。 

 先ほど画面には電子書架の疑似のものを作っていただいているわけですけれども、例え

ばあそこに実際に書名が入るとして、それをクリックすると、ある書籍は電子書籍化され

ているので、そこに行って、実際に書籍を読むことが出来る。ある書籍は電子書籍化され

ていないので、こちらの書籍をご覧になる場合は都立図書館においでくださいという、そ

ういう文言がぱっと出る。 

 そういうものが、例えば、ウィキペディアのようなもの、情報のサービスなども含めて、

あるいはアーカイブのことも含めて、バーチャルリアリティ的な感覚なのでしょうか、そ

ういうものでインターネット上に空間が出来ると、相当、中学生などが学習するときには

とても便利になってくるのかなと、そんなことを思いました。費用の問題があるかと思い

ますけれども。以上です。 
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【松本副議長】  ありがとうございます。おっしゃるように、こういったものが仮にあ

って、背表紙を押すと、書誌的な情報が色々見られて、そこからどう入手するかに関して

の情報もそこから得られる。電子書籍との連携というのは、おっしゃるようにあるとおも

います。例えば、画面を押せば指定された端末にデータがダウンロードというか、貸出処

理が出来るとか、そういった形でサービス間の連携ができると非常にいいのかなと思いま

す。 

 それから、先ほどの話の中では、これをデジタルサイネージということでお話をしまし

たが、部会意見の留意点の２点目「同サービスをネット上で提供することについて」とい

うことで、もしかしたらデジタルサイネージ以外にも、こういったサービスというか、イ

ンターフェイスの提供なども考えられるのかなとも思いました。 

 そのときにはなかなか１つの画面で、小さなスマホでやるのは難しいかもという話があ

りましたが、そういった展開も考えられるかもしれません。ご意見ありがとうございます。 

【小田議長】  ほかはいかがでしょうか。 

 １番から７番のうち、意見が今まで出ていない６番に関係してですが、一番危惧すると

ころが１つあると思っているのは、都立図書館が、これは都内の各区市町村で登録されて

いるデータを作りかえるというイメージに近いのでしょうか。つまり、もとのデータは「ゲ

タ」をはかせてあるみたいな形、もとの文字では登録されていないというわけですよね。

あるいは、ハングルが日本語に置きかわっていて、ハングルでは検索できないわけですよ

ね。もとのデータはこのままにしておいて、検索のところから何かそこにつながるような

仕組みを作るというイメージなのでしょうか。それとも、もとのデータそのものを変換さ

せてしまうという、そういう考え方になるのでしょうか。 

 つまり、それによって結構、膨大なかどうかわからないのですが、かなり細かい作業が

発生する気がしてならないのです。そのあたり不安に思うのでお尋ねする次第です。 

【松本副議長】  部会の中ではそこまで細かくは話は詰めてはいないのですけれども、

私が持っているイメージとしては、東京都の場合は総合目録、横断検索の形で今やってい

ると思うのですね。ただ、ほかの県ではＩＳＢＮ総合目録というのを作っているところも

あって、それはＩＳＢＮを吸い上げて総合目録化しているということです。 

 要は、個々の自治体の書誌データの作りかえはしないと。だから、あくまでここのとこ

ろの、外国語資料総合データベースが正しいデータを持っているという形になるのかなと

思います。 
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 仮にここで検索したデータを実際に出てくるのは個々の自治体のデータですので、その

データへのアクセスというのはまた別の仕組みを考えないと。例えば、新宿区の図書館が

持っているよという情報が仮に出た場合には、新宿区のデータに飛ばないといけませんの

で、そこら辺どう仕組みづくりが出来るのかというのは、どこまで出来るのかなというの

はありますけれども、イメージとしては、作りかえはしないということです。 

 ちなみに、聞いた話によると、都立はかなり正確にデータを作っているという話ですが、

外部データベースから有料データをダウンロードしていると聞いているので、多くのデー

タ整備をしたらすごくお金がかかってしまうかもという危惧はあります。 

【小田議長】  今映していただいているスライドでいくと、ワールドキャットから、本

来のというか、正しい書誌データを持ってきて、外国語資料総合データベースに蓄積する

ということなのですよね。 

 都立の統合検索は、仕組みとしてこれをこういったものと同じようなパターンでやって

いるのでしょうかね。 

【松本副議長】  いや、完全に、個々のＯＰＡＣに検索式を投げてやっていますね。 

【小田議長】  要するに、各図書館に検索した検索式が行って、そこで結果を返しても

らって、一括して表示するというパターンですよね。それをイメージしていたので、個別

の図書館で持っているようなデータが、要するにハングル対応になっていないとか、簡体

字対応になっていないということだとすると、返ってこないはずなので、イメージがうま

くつかめなかったのです。あくまで外国語資料総合データベースのほうで、検索はそこで

うまく出来て、今ＩＳＢＮとおっしゃっていたから、多分ＩＳＢＮでひもづけして、同じ

ものがどこの館にあるかということで、それを引っ張ってきて表示するという、そういう

理解でいいのですか。 

（「そうだ」という声あり） 

 わかりました。不安はあるけれども、疑問は解消しました。 

 ほかにはいかがでしょうかね。 

 そろそろ方向性について確認すべき時間になってきているかと思います。今まで出てき

た議論を私なりに受けとめて整理すると、まず、資料２としまして「短期的に実現を目指

すサービスについて」ということに関しては、色々なご意見とか、質問等あったと思いま

すが、１番から７番に関して、おおむね了解いただいたと受けとめています。 

 ただ、１番に関しては、チャットレファレンスという話と、ボットを用いた仕組みづく
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りという話が、ちょっと混在しているところもあるかもしれないという議論になりました

ので、そこは再度整理していただくということにしました。それらも含めまして、１番か

ら７番を部会検討のまとめの大枠として取り扱うということでよろしいでしょうか。 

 （「はい」という声あり） 

 問題は、この資料２のもう１つの「その他の議論」のほうなのですが、これに関しては、

１あるいは２に関しても魅力的な、こういうことが出来たらいいのではないかという、そ

うした意見となっております。これについては今回の部会のまとめ案という中にはもとよ

り入れていないということからも、第２回の部会においては参考にしていただくという取

り扱いになるのかなと考えられます。 

 つまり、短期的にこれも含めるべきだというご意見があれば、もう少し時間をとって協

議をしたいと思います。しかし、色々と解決する課題が、この１と２はかなり大きいとこ

ろかと思いますので、短期的にという中ではなくて、ある程度幅を広げた、と先ほど松本

さんからありましたから、やがてはこういったことも取り組んだらいいだろうという、そ

うした位置づけにして、ここでは含めないということでよろしいでしょうか。 

 （「はい」という声あり） 

 それでは、資料１と２に基づいて、部会の検討の大枠を決めていただいたということに

いたします。これに基づいて、さらに部会で検討を進めていただきたいと思います。 

 進め方に関して、事務局から今後の予定等をお示しいただけますでしょうか。 

【企画経営課長】  今後の予定は資料４をご覧いただきたいと思いますけれども、「協議

スケジュール案」ということで、本日、１１月２６日が第２回の定例会でございましたが、

部会は既に部会員の皆様にはご相談していますけれども、１月２３日に第２回の部会を行

いまして、先ほどの話を踏まえて進めていきたいと思っています。ここでは、骨子案とい

う形で、提言につながる骨子の案文を取りまとめていただきたいと考えております。 

 その部会を持って、その後、第３回の定例会、皆さんにお集りいただくのは、来年にな

りますけれども３月を予定しています。３月上旬ごろに出来ないかなと考えておりますけ

れども、また日程調整はさせていただきたいと考えております。 

 以上です。 

【小田議長】  それでは、部会の皆様方、よろしくお願いいたします。 

 議事を先に進めたいと思います。２つ目になりますが、「平成３０年度東京都立図書館自

己評価について」、資料に基づいて事務局からお願いいたします。 
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【企画経営課長】  皆様、ご協議ありがとうございました。 

 それでは、もう１つの自己評価について、私から簡単に資料をご説明させていただきま

して、ご意見をいただきたいと思っております。 

 資料は、資料５の自己評価をご覧ください。 

 めくっていただきまして、「はじめに」というところがありますけれども、図書館法や図

書館の設置及び運営上の望ましい基準などの記載がありますけれども、東京都立図書館自

己評価は、第２３期の都立図書館協議会提言「都立図書館のサービスと図書館改革の評価

について」を平成２０年１１月にいただきましたけれども、こちらを受けて自己評価を始

めたものでございます。都立図書館の事業の効率的な実施や、図書館の運営状況を評価す

る目的で実施してございます。 

 こちらの「はじめに」に「自己評価の方法について」とありますけれども、昨年度の図

書館の活動状況を点検し、新たな課題を発見した場合には、通常業務の中で速やかに改善

を図るとともに、重点的に対応が必要と認められた場合は翌年度の事業計画に盛り込み、

進捗管理を行うこととしておりまして、客観的に示す指標としまして、ここの（１）から

（５）に挙げています来館サービス、あと、非来館サービス、お越しいただかなくても、

ご自宅などで利用できるサービス。それから、オンラインサービス、広報、利用者満足度

の５つのカテゴリーで評価をしてございます。 

 なお、この自己評価につきましては、利用者満足度を示しておりますけれども、ここ３

カ年の都立図書館利用実態・満足度調査というところから利用者像については資料６でま

とめてございますので、こちらも適宜ご覧になりながら聞いていただければと思います。

前回のときにもこういった利用者像みたいなものをもう少し詳しく知りたいというお声も

ありましたので、まとめさせていただいたものでございます。 

 それでは、自己評価ですけれども、一番後ろに「指標一覧」が載ってございます。こち

らの中から主要なものをピックアップしまして、ご説明をしたいと思います。本文に書い

ています文言などからのご説明になりますけれども、指標をご覧になりながら聞いていた

だけるとありがたいと思っております。 

 ３０年度の都立図書館の活動についてでございますけれども、１番の「入館者数」など、

この指標のところから説明しますが、活動としましては、都立図書館、オリンピック・パ

ラリンピック関連情報についてのウエブコンテンツによる発信や、トークイベント、企画

展示など、多様な展開を図っておりまして、昨年は東京府開設１５０年などの記念事業な



 -26- 

どもありましたので、そういった企画展なども行いました。また、ビジネス、法律、健康・

医療など重点的な情報サービスに関する講演会や、新たな利用者開拓のための関連イベン

トなども中央図書館で実施しました。それから、多摩図書館では東京マガジンバンクカレ

ッジ、マガジンバンクに関係する、カレッジと呼んでいますけれども、参加型のイベント

や、「第三次東京都子供読書活動推進計画」に基づく事業などを行って、こういった指標が

出来上がっているものでございます。 

 １番の「入館者数」のところは、中央図書館は前年度を４万人以上も上回って、１日平

均の入館者数も２２年度以来、８年ぶりということですけれども、１日当たり１，０００

人を超えた数字になってございます。多摩図書館は、２９年度に移転して２年目を迎えた

わけですけれども、それと同じ規模で３０年度も推移してきている。要は、２９年度に少

し前の図書館からは人数が上がったわけですけれども、それを維持してきているというこ

とでございます。 

 それから、他機関主催の企画展示や講演会の増加、館外で開催したイベントでの新規認

知者を増やしたことなどから入館者数が増えたと考えておりますし、中央図書館などでは、

「交流ルーム」という自由に議論しながら調査研究を行える部屋を作ったり、「調査研究ル

ーム」という個人が研究できる席を増設するなど、業務改善をしまして、入館者数が増え

たものと考えてございます。 

 指標２の「レファレンス質問件数」は来館型でのレファレンスということですので、主

に口頭でのレファレンス件数でございますけれども、２９年度比で８３％ということで、

数としては減少しております。この減少傾向にありますのは、多摩図書館のリニューアル

後、２９年で増えていますけれども、そこから若干また減少しているという形になってい

ます。ただ、多摩図書館自体の利用人数が移転前に比べて増えておりますので、その質問

件数が高い状態で２９年度から移行してきていると考えております。 

 指標６は、企画展示等での開催回数と来場者数というところでございますけれども、中

央図書館では、オリンピック・パラリンピックの展示などを２回、それから、都の施策や

東京にかかわるテーマの企画展示を１回開催いたしまして、全体の入場者数は前年から減

少していますけれども、１回当たりの入館者数の平均として計算しますと増加していると

考えております。 

 世界の国を紹介する企画としてカザフスタンを取り上げて、入場者数が１万人超と健闘

したこともありますし、ギャラリートークや映画上映を行ったことで入場者数の増に貢献
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したと考えております。 

 多摩図書館では、児童文学者や絵本作家に関する研究書等を紹介する展示を行ったり、

雑誌の付録に焦点を当てた珍しい企画などを開催することによりまして、全ての企画展示

で１万人を超える入場者数ということで、この統計が出来上がっております。 

 また、指標６の３番目の「他機関主催」でございますけれども、こちらは大使館や東京

都の各局と連携した展示ということでやっていまして、入場者数が大きく増加しておりま

す。特に、中央図書館が増加していまして、大使館職員による催しなども行われて、大使

館の広報活動も積極的にやっていただいたことで、入館者数の増につながったと考えてお

ります。 

 多摩図書館は、移転に伴いまして有料のセミナールームというのを作っておりまして、

そちらの部分が有料貸出というところで書いてありますけれども、他機関による講演会が

２２８回行われています。このセミナールームの利用者の方が使っていただいて、図書館

の利用増につながっているのではないかと考えております。 

 指標７番の「講演会」のところでございますけれども、中央図書館では、全体で前年度

１８回から１４回ということで、講演会の回数は見直しをしております。参加者数も、２

９年度の６３％になる１，０９２人になっております。これは、２７年度の１４回の５５

０人、２８年度の４回３６０人と比較すると、適切な回数で効果を上げることが出来たと

考えておりますけれども、そういった結果になっています。申込自体は定員を上回る講演

会も多くありましたので、そういった魅力的なものをこれからも企画して、増加につなげ

ていきたいと考えております。 

 多摩図書館では、合計参加者人数は４６９人と、前年度の約６７％になりました。満足

度は、参加型のイベントが多かったりしまして高いという結果になっておりますけれども、

人数としてはそういったような結果になってございます。 

 それから、１１番の非来館型サービスですけれども、これはレファレンスの件数の中で、

来館しないレファレンスでございますので、電話やメールなど色々ありますけれども、こ

こで取り上げたいところは、ｂの「協力支援」というところでございます。 

 こちらは、区市町村立図書館から都立図書館への質問、レファレンスをしてきた件数で

ございますけれども、前年度から比べますと３１％減ということで、２５８件になってご

ざいます。これは我々の課題として考えておりまして、今後も区市町村立図書館に関しま

して、レファレンス研修や各種の担当者会などの機会を通じまして、このサービスの周知
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を図ったり、活用を促進していきたいと考えております。 

 ｄの「学校支援」ですけれども、これは学校支援サービスとして、学校から受け付けた

質問件数が記載されています。これは約２．２倍の数になっておりまして、テキストやブ

ックリストの作成、相談対応など、今まで継続的に取り組んできて学校への支援をしてき

た結果で、ここは認知度や信頼度が上がってきて、学校支援サービスの実績が増えてきて

いると考えております。 

 １２番の「資料提供」のところでございますけれども、こちらもａの「協力支援」とい

うことでは、区市町村立図書館に対する資料提供数というところでございますけれども、

これは前年度よりも約３％減という数字になってございます。これは多摩図書館の影響が

大きかったかなと思っておりまして、２９年度のときに移転開館してすぐの多摩図書館の

蔵書資料の貸出というのが一気に増えたところがありましたけれども、そこが一段落つい

たということで若干の減になりましたけれども、引き続き資料提供をこういったペースで

進めていると考えております。 

 それから、資料一覧をめくっていただきまして、非来館サービスのうちのオンラインサ

ービスの部分でございますけれども、１４番「蔵書検索」でございます。検索件数は２９

年度から３０．９％の大幅増という数字になっておりまして、こちらは区市町村の中で近

隣自治体同士で独自に横断検索などを進めている図書館があると聞いておりまして、そう

いったところが都立図書館の検索も含めていただいているので、そこから都立図書館の蔵

書検索、先ほどの統合検索といいましょうか、横断検索といいましょうか、そういった部

分ですけれども、その部分に件数として寄与しているということで考えています。こうい

うネットワークを広げていって、都立の蔵書検索なども活用していただけると今後もあり

がたいと考えております。 

 それから、１９番の「『ＴＯＫＹＯアーカイブ』掲載コンテンツ及びアクセス数」という

ことでありますけれども、これは、いわゆる貴重資料なども含めて電子化したデータをア

ーカイブとして掲載しているというものでございますけれども、こちらのアクセス数は８．

４％増加した計算になってございます。掲載コンテンツ数を毎年増やしておりまして、３

０年度は新たに画像を１万７，０００点追加して公開しております。今都立図書館だけと

いうことになっていますので、先ほどのご提案みたいな話で、ジャパンサーチとかにつな

がるというのも今後の話かもしれませんけれども、そういった部分で、アーカイブを増や

して活用を促進しているということでございます。 
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 それから、大きな枠の中で広報の部分でございますけれども、広報は、都立図書館の存

在を知ってもらうことを目的に、館外でのイベントにブース出展をしたりとかして広報し

ているところもございます。 

 ２１番の指標は、そういった館外でのイベントに関するものでございますけれども、２

１のｂ「新規認知者数」というところでございますが、こちらは昨年に比べて４６．３％

がそのイベントで知ったというパーセントになっていまして。多いのがよいのか悪いのか

という議論は若干あるのですけれども、それだけの新規認知者の方にイベントに参加して

いただいて都立を知っていただいているということで考えていますので、幅広い層にＰＲ

できたと。こういう方々が利用に直結していただけるといいなと思っていますけれども、

一定のイベントでの効果などはあったと考えております。 

 ２２、２３番の「メディアの掲載」や「マスコミの露出度」というのは表にあるとおり

でございまして、プレスリリースなどを打った後に取り上げていただいたり、展示会を開

催したことによって新聞やラジオで取り上げていただいているという回数がここに記載さ

れています。順調に推移していると考えています。 

 ＳＮＳに関しまして２４番でございますけれども、こちらＦａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔ

ｔｅｒを発信して、利用状況や発信回数、それから、フォロワーの数などが記載されてい

ます。少しずつ増えてきています。入れ替わりがあろうかと思いますけれども、増えてき

ているところでございまして、ＳＮＳでは告知記事だけではなくて、図書館の裏側とか、

イベント参加者の声などもインタビューして発信するなど工夫をしておりまして、そうい

った部分で身近に感じていただく図書館、顔の見える図書館と言っていたりしていますけ

れども、そういった取組を実施してきているところでございます。 

 最後の塊の利用者満足のところでございますけれども、こちら毎年行っていまして、ま

さに今週も今年度の「利用実態・満足度調査」というのを館内でやっておりますけれども、

こちらの結果からの指標でございます。 

 都立図書館に関する来館者の重要度・満足度が２５番のところにありまして、以下２６、

２７、２８、２９と満足度ということで、細かい数字ですが書かせていただいていますけ

れども、中央、多摩ともに、昨年度をやや上回った重要度・満足度という形になっていま

して、４点台、高いところで維持していると考えております。 

 これが指標になっておりまして、この評価の中で、一番最後、コラム的にちょっと文章

を書いているところがありまして、この評価の８ページをご覧ください。レファレンス件
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数で、平成２９年１２月のこの協議会の中で、こういった自己評価の意見をお願いしたと

ころ、入館者数やレファレンス質問件数等の指標に関してはかなり長期にわたり減少傾向

にあるのではないかと、そういった傾向の背景についてももう少し分析が必要ではないか

というコメントをいただいて、館内で、特にレファレンス件数に焦点を当てた形で今回分

析をして、少しコラム的にまとめたものでございます。 

 参考６の表は、入館者数とレファレンス件数、レファレンスの中で口頭であったり、あ

とは、館外からの電話やメール、ファクスなどの数字を４年間並べておりまして、入館者

数は中央を中心に少しずつ上がってきているところでございますけれども、レファレンス

全体は先ほど申し上げたとおり下がり気味であると。館内での口頭でのレファレンスなど

は、例えば、中央の平成３０年では前年度に比べまして８５％であり、多摩のほうが７９％

となっています。ただ、内訳の中で、メールを見ていただきますと、メールでは１２４％

になっていたり、多摩でも１２７％になっておりまして、こういった形で手段に応じて少

し増減があると考えています。これの検証をしたのが、ここの部分でございます。 

 ９ページ真ん中のところ、（１）で「館内でのレファレンスの減少傾向」ということで、

蔵書検索や電子媒体資料の利用拡大ということで、利用者がご自身で蔵書検索をされたり

して、いわゆるレファレンスといいましょうか、資料を検索して見つけるといったことが

件数として増えていると考えています。 

 また、イで「館内の利用案内や掲示類の整備や告知」ということで、わかりやすい利用

を促進するために、初めて来館された利用者の方でも効率よく利用できる環境を整えてい

ます。掲示をしたり、見え方を工夫したりとか、そういったことで、ご自身で解決するこ

とが出来ていると考えています。 

 ただ、文献紹介とか事実調査と呼んでいますけれども、先ほども話がありましたが、レ

ファレンスのために利用者へのインタビューを要する質問件数とか、複雑なレファレンス

などは増加傾向にありまして、これが１０ページの参考９になっています。中央で言いま

すと、④「文献紹介」や「事実調査」というところが前年に比べて１００％以上になって

いまして、そういった部分は増えていますけれども、「所蔵調査」などという、「この本は

ありますか」などというような、単純な質問に近いものは減ってきているという傾向があ

ります。ご自身で蔵書検索をされたりしていると考えています。 

 １１ページに行きますと「館外からのレファレンスの件数変化」ということで、先ほど

申し上げましたＥメールレファレンスが増加してきています。これは、我々登録利用者に
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限らずＥメールレファレンスを受け付けるように変更したりしたところもありまして、数

が増えてきたりしていますし、電話のレファレンスなどは若干の減少になっていますが、

そういうＥメールを使って、手軽にといいましょうか、対面ではない、もしくは直接では

ないレファレンスなどが増えてきていると考えています。 

 参考程度ですけれども、国会図書館でも同じような傾向があると記事がありまして、下

に書いてあります形で、レファレンスサービスが国会図書館でも全体的には減少傾向にあ

るけれども、私どもが今申し上げたような、支援や蔵書検索の充実などでカバーしている

と考えています。 

 そういった形で、利用者自身による問題解決の支援のための利用環境を一定程度構築で

きてきているとは思っていますけれども、これをより進めていきますし、複雑な部分に関

しては人の手といいましょうか、そういった部分を踏まえてレファレンスを進めていくと

考えております。 

 最後の１２ページのところは、その推移のグラフを、若干見づらいかもしれませんけれ

ども、つけさせていただきました。 

 長くなりましたけれども、以上でございます。 

【小田議長】  資料６はいいですか。 

【企画経営課長】  資料６が「利用実態・満足度調査の３年比較」ということで、中央、

多摩に分けまして、男性、女性の割合であるとか、年齢層。若年層が比較的という話があ

りましたけれども、特に１０代などはここ最近は伸びてきていますけれども、３０代以降

から見ますと全体のシェアとしては少ないという部分が、我々の課題として考えています。

あと、職業、地域、住居地の表や、裏をめくっていただきますと、利用頻度、利用目的。

あと、図書館を利用する理由とか、利用コーナーのランキングなどをわかりやすくまとめ

てみました。以上です。 

【小田議長】  ありがとうございます。それでは、説明いただきましたこの資料に基づ

いて、ご質問等ありましたらお願いいたします。 

 私から、今日の１つ目の議事にも関係するところなのですが、資料６で「利用者属性」

「年齢層」を見ていくと、先ほどちょうど若年層ということに関して確認をしたところの

１０代と２０代というのが、そんなには低くないという感じがします。先ほど議事の１つ

目で、比較的利用の少ない層という位置づけをしたわけですが、その点との関係でいくと

どうなのでしょうか。 
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【企画経営課長】  １０代、２０代、３０代、１個ずつのセグメントで見ますと、確か

に割合としてはそれほど大きな差があるわけではなく、１０代の中央は昔は１０％とかに

なっていましたが、ここが今シェアとして少しずつ拡大してきているかなという認識では

おります。 

 一方、３０代以上の、仕事をお持ちの方とか、あとは、リタイアした方というような、

幅広い間隔で見ますと、利用の実際の感覚的なものも含めて、１０代、２０代の若者の利

用はまだまだ足りていないのではないかと思っています。 

 あとは、大学生とか専門学校生の、研究というか、調査といいましょうか、色々論文の

作成とか、そういった部分への支援なども足りていないのではないかと思っているもので

ございます。 

【小田議長】  わかりました。 

【鳥屋尾委員】  館内レファレンスは、わかっていないのですけれども、館内のレファ

レンス機、検索機のようなものの使用は入っているものなのですか。 

【企画経営課長】  このレファレンスは、基本は対面といいましょうか、うちのスタッ

フとのやりとりの件数が入っております。蔵書検索と書いていましたのが、比較的コンピ

ューターも使って検索をしたりというものになっていまして。例えば、都立図書館という

タイトルの本を探したいときに、検索機でやれば蔵書検索になりますし、スタッフがいる

ところで「都立図書館に関する本はありますか」という質問をいただければ、口頭のレフ

ァレンスになると、そういうものでございます。 

【久我委員】  ご説明ありがとうございました。指標一覧を拝見していると、今のご質

問とも重なるのですけれども、他の検索サービスなどを充実させることによって、レファ

レンスの、口頭での質問件数が減ってしまって、必ずしもそれが悪いことではないような

指標があるので、ちょっと指標の見せ方ですとか、分け方。例えば、レファレンスであれ

ば、利用者から見ると問合せとか情報検索サービスの中の一環として、来館での口頭、カ

ウンターでの問合せという手段があるので、指標というふうに出されると、私も色々な団

体の色々な経営をアドバイスする委員をやらせていただいているのですが、上がるのが基

本というか、そんな目で見てしまうので、見せ方だとかも工夫が必要かなと思いました。 

あと、もう１点単純な質問なのですけれども、指標一覧の裏、１７番のホームページア

クセス数が、結構２８年度、２９年度、３０年度で数字ががらりと変わっているのですが、

これは何かリニューアルなどなさったとか、何かご事情があるのでしょうか。 
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【企画経営課長】  ホームページは、おっしゃるとおり実は２９年度にリニューアルを

していまして、その趣旨として、なるべく階層をあまり深くせずに行きつきやすいように

しようということの効果があらわれているものと考えております。 

 あと、これはテクニカルな話なのですけれども、機械的に検索をかけるようなもののア

クセス数をリニューアルを機に区別できるようになりましたので、そこの部分で実は大き

く数字が変わっております。 

【久我委員】  ありがとうございます。多分、一つ一つお聞きするとそういうことなの

かなと思いますし、外国語ページが上がっているというのが、割とホームページの存在が

一定の評価が出来るのではないかなと思います。以上です。 

【岡田委員】  資料５の４ページの参考３の企画展示のところで、多摩図書館の東京１

５０年の展示と、中央の東京１５０年、いずれも満足度がほかの展示に比べて低いような

のですけれども、これはどう分析されているのでしょうか。 

【企画経営課長】  ４ページの参考３の表、中央の１５０年の４．０と、多摩の３．８、

３．７ですね。具体的には、今、私の手元にないのですけれども、当時、この１５０年の

ところは……。 

 今ここで顕著な理由などは持ち合わせていないのですけれども、多摩図書館のほうは何

かありましたか。 

【多摩図書館長】  特段に顕著な理由は思い当たらないのですが。 

【企画経営課長】  この時期、結構世の中で１５０年を色々やっていましたので、タイ

トルの中だけだと差別化みたいなのが図れていなかったかなというような観点は、議論し

た覚えがあります。 

【岡田委員】  個人的にはおもしろそうな企画だと思うのですけれども、展示する会場

が図書館だったから、図書館利用者だから評価が低かったかなと思ったのですけれども、

その辺の分析はされていないということですね。 

【企画経営課長】  改めて確認してみたいと思います。 

【伊藤委員】  こちらを拝見して、あと説明していただきまして、レファレンス件数が

減ったということで、これはある意味では利用者教育という言い方がいいのかどうかとい

うのもありますが、進んでいて、側面としては喜ばしい結果ではあるのかなと思いました。 

 ただ、これを見ていて、資料６、これが平成３０年度のみということで調査項目が書い

てあるのですけれども、裏面で「都立図書館を利用する理由」という項目がございまして、
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これをよく見てみると「職員が資料の相談にのってくれるから」という数字が著しく低い

と、私は引っかかりまして。実際に来る利用者としては、もちろん配架されている資料、

所蔵資料を見たいという場合があると思うのですけれども、ここが低いということは、ま

だまだレファレンスが実際は伸びしろがあるのではないかと思いますが、このことについ

てはどうお考えでしょうか。 

【企画経営課長】  ありがとうございます。おっしゃるとおり、レファレンスって何な

のですかということもまだまだ浸透していないと思っておりまして、調査項目で選択肢を

書いていても、それが利用者の方にとってみると、わからなかったりとかというのも認識

しております。そもそもレファレンスというのを知らなかったとか、そういった部分の回

答も多いものですから、そこを強めていかなければいけないと思っておりますし、おっし

ゃるとおり伸びしろみたいなものがここには存在するだろうと考えています。 

【伊藤委員】  ありがとうございます。 

【小田議長】  今のご質問を受けて、このグラフのところで気づいたのですけれども、

この質問の選択肢は、複数回答を可にしていますよね。 

【企画経営課長】  しています。 

【小田議長】  わかりました。たまたまパーセンテージを合計すると、みんな１００に

なってしまうものだから、不安に思ったのですけれども。 

【企画経営課長】  複数回答はしているはずですけれども、確認します。 

【小田議長】  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 あくまで自己評価に対しては、この協議会としての意見ということになりますので、適

切に活用して進めていただければと思います。 

 それでは、議事の２つ目に関しても終わりとしたいと思いますけれども、この意見の整

理の仕方等はどうなりますでしょうか。 

【企画経営課長】  ありがとうございます。本日のご意見を事務局で整理いたしまして、

議事録の確認とあわせて皆様にご確認いただき、なるべく早い時点でこの情報を公開して

いきたいと考えております。 

【小田議長】  それでは、２つ目の議事をこれで終了したいと思います。 

 本日の定例会の議事はこれで終了となります。司会を事務局にお戻ししたいと思います

ありがとうございました。 

【企画経営課長】  小田議長をはじめ委員の皆様、本日はありがとうございました。そ
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れでは、こちらで本日終了したいと思いますけれども、お手元にご用意していました資料

に関して、青色の参考資料集はお持ち帰りにならずに机上に残していただけますようお願

いいたします。 

 また、次回の会議日程でございますけれども、第２回の部会を挟みまして、３月ごろに

開催予定でございますので、日程調整など、正式な通知などはまた別途お送りさせていた

だきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日は以上で終了したいと思います。どうもありがとうございました。 

午前１１時３７分閉会 


